
2024年1月15日

資格等 所  属 氏  名 備     考

委員長 薬剤師 薬 剤 部 部　長 田 﨑 嘉 一

委   員 医   師 内 科 （ 循 環 器 ・ 腎 臓 ） 副科長 中 川 直 樹

委   員 医   師 外 科 （ 肝 胆 膵 ・ 移 植 ） 副科長 横 尾 英 樹

委   員 医   師 臨床研究支援センター センター長 松 本 成 史

委　 員 医 　師 臨床研究支援センター 副センター長 本 間 大

委   員 医   師 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 部 部長 大 田 哲 生
任期：2023年4月1日～
2024年3月31日

委   員 教   員 英 語 准教授 桑 名 保 智

委   員 薬剤師 薬 剤 部 副部長 中 馬 真 幸

委   員 看護師 看 護 部 副部長 黒 崎 明 子

委   員 事務員 事 務 局 事務局次長 成 田 昭 夫

委   員 事務員 事 務 局 経営企画課長 両 國 琢 之
任期：2024年1月15日～
2024年3月31日

委   員 医   師 他 医 療 福 祉 機 関 葛 西 眞 一  学外の学識経験者

委   員 理学博士 中 村 正 雄  学外の学識経験者

医薬品等臨床研究審査委員（治験審査委員）の指名書

  　　下記の者を医薬品等臨床研究審査委員（治験審査委員）に指名する。

  　　任期は、特に記載のない場合、2022年4月1日より2年間とする。

記

職  名



旭川医科大学病院 医薬品等臨床研究審査委員会にかかる病院長決定 

 

2024 年 1月 15 日 

 

 旭川医科大学病院 医薬品等臨床研究審査委員会の委員構成については、「旭川医科大学

病院医薬品等臨床研究審査委員会細則（平成 16 年 4 月 1 日病院長裁定）」および「旭川   

医科大学病院 医薬品等臨床研究審査委員会標準業務手順書」により定めている。 

委員会細則および委員会標準業務手順書には定められていないが、病院長が特に必要と

認める者として、医学、歯学、薬学その他の医療又は臨床試験に関する専門的知識を有する

者以外の者１名を委員として追加することとする。 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

旭川医科大学病院 医薬品等臨床研究審査委員会標準業務手順書（抜粋） 

 

（最終改訂：2022 年 6 月 29 日） 

 （構成） 

第 4条 治験審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

(1)薬剤部長 

(2)内科系診療科長又は副科長 若干名 

(3)外科系診療科長又は副科長 若干名 

(4)中央診療施設等の長、副部長又は副センター長 若干名 

(5)人文・社会学系の教授又は准教授 1 名 

(6)副薬剤部長 1 名 

(7)副看護部長 1 名 

(8)事務局次長（病院担当） 

(9)その他病院長が必要と認める学外の学識経験者 若干名 

2 前項第 2 号から第 7号及び第 9 号の委員は、病院長が委嘱する。 

3 第 2 号、第 3号及び第 4 号の委員から計 4 名以上を委嘱する。また、第 9号の委員の委嘱

は当分の間、2名とする。  

 


